
営業届の方法：IDの作成別紙T1

①以下のURLかQRコードから申請ページへアクセス

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

②スマホからアクセスする場合はPC表示に切り替える

（切り替える方法がわからない場合は別紙参照）

③IDを作成する（IDを持っていない場合）

申請方法には「GビジネスIDを利用する方法」と「ログインIDを利用する方法」

の2種類あります。どちらのIDを利用してもOKです。

「GビジネスID」の作成は、煩雑です。（作成に審査期間が必要など）

「 ログインID 」はすぐに作成でき、簡単です。

お問い合わせ先 ヘルプデスク

※IDが作れない等、システムの操作方法に関する問い合わせ専用窓口です。

TEL：080-4953-0566 平日 8：30～18：00

メール：TJ-fas-helpdest@tjsys.co.jp

（保健所ではシステムの操作方法に関する説明はできません）



スマホからアクセスする場合の補足説明
（PC表示への切り替え方）

食品衛生申請等システムはPC表示の画面からしか操作ができません。

スマホからアクセスする場合は、ブラウザの画面を「スマホ表示」
から「PC表示」に切り替える必要があります。

Android端末の場合はChromeでアクセス

iPhone（iOS端末）の場合はSafariでアクセス

※以下は2021年2月現在の操作方法です。ブラウザの仕様変更等により変わる場合があります。

「ぁあ」または「AA」



営業届の方法：ログイン別紙T2

注意

③で作成したIDは今後も使用するものです。忘れないようにしてください！

たとえば「届出内容に変更が出た」等の場合、自分で（営業者自身で）

このシステムにログインして届出内容を変更する必要があります。

④ ③で作成したIDでログインする

⑤ 営業の届出ボタンを押す

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑥ 「新規届出」ボタンを押す

⑦ 下図のような届出情報の入力画面が表示される。必要事項を上から順番に入

力していく。

担当者情報欄には、届出内容について回答できる人・連絡先を記入する。

（国や自治体から届出内容について問い合わせが入る場合あり）

営業届の方法：新規届出ボタン別紙T3

＝＝中略＝＝

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑧「主として取り扱う食品又は添加物」欄を入力

選択ボタンをおして、品目を選択する

下図のような選択画面が表示されるので、大分類を選ぶ

細かい分類が表示されるので、近い分類の選択ボタンを押す

※１つしか選択できないので1番メインのものを選ぶ（売上ベース、取扱量ベース

等で自己判断でOK）

自由記載欄にそのほかに主に取り扱っているものがあれば入力する

営業届の方法：取り扱う食品の入力別紙T4

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑨ 「業態」欄は未入力でOK（入力の必要性が出た場合、改めて通知します）

⑩「自動販売機」での営業を届け出る場合は、型番を入力

⑪使用水を選択

⑫「営業の種類／届出情報」の欄で「営業種類の説明ボタン」を押す

説明が表示されるので、内容を読んで、該当する種類を確認する。

確認できたら閉じるボタンを押す

営業届の方法：営業の種類を選ぶ別紙T5

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑬ 営業の種類を選択する

＋ボタンを押す

先ほど確認した業種を選ぶ 申請区分は「新規」のままでOK

原則、1施設１業種とする。

複数該当しそうな場合、主要な１業種を選択すること。

注意

⑧「主として取り扱う食品又は添加物」欄とできるだけ内容を合致させること。

例えば、⑧「食肉」⑬「魚介類販売業」だと変です（肉屋なの？魚屋なの？）

⑧「パン」⑬「コンビニ」のよう異なっても想像が容易であれば問題ありません。

営業届の方法：営業の種類を選ぶ別紙T6

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑭ 食品衛生責任者の入力

食品衛生責任者については 別紙S1をご覧ください。

食品衛生責任者の情報欄の入力例

▼ 調理師の場合

▼ 養成講習会の修了者の場合

▼ 現時点では資格を有しておらず、誓約書を記入する場合

未選択 誓約書を添付

注意

養成講習を受ける等、実際に資格を取得した後で、登録情報を修正すること。

営業届の方法：食品衛生責任者の入力別紙T7

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑮ 衛生管理情報の入力

この項目はHACCPへの対応状況について登録する項目です。

HACCPについて不明な場合は、別紙H1を参照ください。

注意

これら３つの項目は必ず「有」か「無」を選んでください。

「未選択」は選ばないでください。不完全な届出となり訂正が必要となります。

衛生管理計画の作成は「義務」です。無い場合は作成し「有」を選択して下さい

⑯ 指定成分

指定成分は、2021年5月13日現在以下の４つです。

①プエラリア・ミリフィカ ②ドウオレン

③コレウス・フォルスコリー ④ブラックコホシュ

指定成分は、厚生労働省により随時追加削除されます。

最新情報は厚生労働省のウェブサイト等を確認ください。

営業届の方法：HACCP等の入力別紙T8

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00



⑰ 開示情報確認の入力

営業届の方法：ファイル登録別紙T9

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00

⑱ファイル登録ボタンを押して、ファイル登録画面を表示

注意：「非公開」を選んでも、法令により、情報は公開示されます！

昔から施設や営業者の情報は自治体によりExcelデータ等で公開示されています。

下図の選択肢は単に厚生労働省の公開データ上に載せる(公開)か/載せない(非公開)

かの選択肢です。

「非公開」を選んでも、届出情報はオープンデータとして自治体（北海道）のWEB

サイト上では公開されます。あらかじめご了承ください。※ 道では「北海道のオー

プンデータ推進に関するガイドライン」に基づき、行政機関が保有する情報は道民

の利活用を図るため、オープンデータ化を進めております。



⑲ 「食品衛生責任者の資格証明書」（または「誓約書」）をアップロード

●食品衛生責任者の資格証明書とは

・「調理師免許」など各種免許証

・「食品衛生責任者養成講習修了証」

・「食品衛生指導員証」

・「食品衛生管理者資格証」「食品衛生管理者養成講習修了証」など

→食品衛生責任者の資格を持っていない場合は「誓約書」

※誓約書の様式は別紙C1。記入してアップロードしてください。

●書類は写真でとった画像ファイルや、スキャナーで取り込んだPDF等でOK

背景の机等が多少映り込んだ写真でも大丈夫です。

●ただし、書類に記載の図字が見え、内容が確認できるものとしてください。

●以下、アップロードできるファイルの条件を確認してから行ってください。

アップロードできるファイル

●1ファイル1MB未満

●ファイル形式「jpg」「pdf」「doc」「docx」「xls」「xlsx」

●その他のファイル形式の可不可は、ヘルプデスクへご確認ください。

「ファイルを選択」ボタンからアップロード

必要書類をすべて登録できたら「設定」ボタンを押す

営業届の方法：ファイル登録別紙T10

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00

「調理師免許」「誓約書」等と書類名を記入

注意
食品衛生責任者実務者講習の修了証は不可



誓約書別紙C1

申請/届出時点で食品衛生責任者の資格を有していない場合に必要です。
下記に必要箇所（下線部）を記入の上、写真かPDFでアップロードして
OKです。

誓 約 書

令和 年 月 日

北海道静内保健所長 様

営業者住所

氏名
(法人の場合は法人名と代表者氏名）

食品衛生法施行規則の規定により食品衛生責任者として下記の者を届けましたが、食品衛
生責任者資格要件に適合しないため、知事の指定した講習会を受講させるなどし、

令和 年 月 日までに適切に資格者を配置することを誓約いたします。

記

食品衛生責任者 氏名

食品衛生責任者 住所

食品衛生責任者設置施設名

施設所在地

営業の種類



営業届をする：確認＆登録（送信）別紙T11

ヘルプデスク 080-4953-0566 平日 8：30～18：00

⑳ 確認と送信

確認ボタンを押す

内容を確認

問題なければページ一番下の「登録」ボタンを押す

下図のような完了画面が表示されれば完了です。

整理番号の写真を撮るか印刷し保管しておいてください。

問い合わせの際などに必要となる場合があります

お疲れ様でした！

中略



HACCP（ハサップ）の義務化について

～令和3年6月1日 食品衛生法改正のお知らせ～

必ず行ってください

①自分の施設が、「厳格な基準」か「簡易な基準」どちらに該当するか

確認する（別紙H2参照）

②HACCPを導入、実施する。（別紙HACCP導入資料参照）

③HACCPに関する書類を保管しておく。

※書類の保管期限は以下を参考としてください。

●賞味期限が1年以上の食品を製造している場合

賞味期限以上の余裕を持った期間（製造品について食中毒などの問

題が起こった際に製造記録を辿れるようにするため）

●上記以外の場合

最低１年以上保管しておいてください。

ポイント

●法改正により令和3年6月１日から、原則食品を取り扱うすべての営

業者は、HACCPによる営業が義務化される。

●HACCPとは「リスク分析・管理により事故を防ぐための方法」

●HACCPにはどれだけ厳格に実施するかの管理基準がある。

●義務化されるHACCPの基準は企業規模や業種により以下２つに分

けられている。（たとえば大規模工場は厳格な基準が義務になる等）

・厳格な基準：HACCPに基づく衛生管理

・簡易な基準：HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

●HACCPの導入・実施は、営業者自身が行うものである。

（保健所等による審査や第三者による認証等は必要なし）

重要 重要

別紙H1

お問い合わせ先 静内保健所 生活衛生課 TEL 0146-42-0251 平日 9～17時



HACCPレベルの該当チェック別紙H2

食品の取り扱いに従事する人員が50人未満

次のどれかの業種に該当：飲食店営業／喫茶店営業／

そうざい製造業／自動販売機による営業

菓子製造業で短期間に消費されるパンのみを製造する

食品製造加工業者で、併設or隣接店舗で小売販売する

包装された食品のみを貯蔵／運搬／販売する

食品を分割(小分け)して包装し販売する

簡易な管理基準

HACCPの考え方を取り入

れた衛生管理

厳格な管理基準

HACCPに基づく衛生管理

NO

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

厳格な管理基準簡易な管理基準

HACCPの考え方を取り入

れた衛生管理

お問い合わせ先 静内保健所 生活衛生課 TEL 0146-42-0251 平日 9～17時
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このWEBサイトも参考になります（わかりやすい資料・帳票類）

「喫茶店 HACCP 手引書」で検索



食品衛生責任者について

■食品を扱う全ての施設は、食品衛生責任者の設置義務あり。

※ただし、以下に該当する業態の場合を除く。

・農産物や水産物の採取のみの場合 ※農家や漁師など

・食品や添加物の輸入のみの場合

・食品や添加物の貯蔵や運搬のみの場合 ※冷凍・冷蔵品を除く

・常温包装品の販売のみの場合※常温で変質しない物に限る

・器具/容器包装の製造のみの場合※合成樹脂が使用されたものを除く

・器具/容器包装の輸入または販売業のみの場合

静内地方 食品衛生協会 TEL：0146-42-3936 平日9～17時

別紙S1

原則１施設につき常駐で1人以上の食品衛生責任者の設置が必要です。

同じ人が複数の施設を兼務することは不可。※所在地が同一なら可

■食品衛生責任者の資格がある人

①調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士など

②大学で医学、薬学、歯学、獣医学、水産学、畜産学、農芸化学など

を修めた人

③知事の認証を得た講習会を修了した人

■③知事の認証を得た講習会について

• 講習会は、北海道食品衛生協会が各地で開催しています。

• 静内では例年、毎年11月に開催しています。

• 講習会の所要時間：6時間程度

• 受講料：8000円（2021年5月現在。変動する可能性あり）

• 受講したい場合は、受講したい地域の食品衛生協会へお問い合

わせください。（保健所では講習会については回答できません）

他地域の食品衛生協会の電話番号は食品衛生協会のWEBサイトまたは

以下にお電話の上ご確認ください

公益社団法人 北海道食品衛生協会 TEL：011-231-5300


